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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス溶融物を移動させるように意図された流路の形態の少なくとも１つの温度均等化
区分において溶融ガラス中の温度差を均等化する方法であって、前記区分は、溶融ガラス
が成形機等の金型中に抜き出される抜き出し点から上流に位置しており、かつ抵抗体加熱
要素が、温度均等化区分の壁、底および屋根に備えられており、抵抗体加熱要素によって
接触されたそれぞれの壁、底および屋根の表面の温度が測定され、そして前記抵抗体加熱
要素は、前記表面の温度がガラス溶融物の所定の抜き出し温度に等しくなるように電気的
制御器によって調節される、ことを特徴とする、前記均等化方法。
【請求項２】
　抵抗体加熱要素は、温度均等化区分に沿って規則的な間隔で配置されることを特徴とす
る、請求項１の方法。
【請求項３】
　抵抗体加熱要素と接触しているそれぞれの壁、底および屋根の表面の温度は、それぞれ
の抵抗体加熱要素の温度として測定されることを特徴とする、請求項１または２の方法。
【請求項４】
　抵抗体加熱要素は、前記流路を含むセラミック物質の外面においてセラミック管の中に
取り付けられたスパイラル要素を含むことを特徴とする、請求項１、２または３の方法。
【請求項５】
　抵抗体加熱要素は、前記流路を含むセラミック物質の外面に取り付けられているバンド
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形抵抗体加熱要素を含むことを特徴とする、請求項１、２、または３の方法。
【請求項６】
　温度均質化区分は、前記流路の幅の少なくとも１～２倍に相応する長さを有することを
特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　ガラス溶融物を移動させるように意図された流路の形態の少なくとも１つの温度均質化
区分において溶融ガラス中の温度差を均等化するための装置であって、前記区分は、溶融
ガラスが成形機等の金型中に抜き出される抜き出し点から上流に位置しており、かつ抵抗
体加熱要素が、温度均等化区分の壁、底および屋根に備えられており、熱電対が、前記抵
抗体加熱要素と接触しているそれぞれの壁、底および屋根の表面における温度を測定する
ために備えられており、そして電気的制御器が、前記表面の温度がガラス溶融物の所定の
抜き出し温度に等しくなるように前記抵抗体加熱要素を調節するために備えられている、
ことを特徴とする、前記装置。
【請求項８】
　抵抗体加熱要素は、温度均等化区分に沿って規則的な間隔で配置されていることを特徴
とする、請求項７の装置。
【請求項９】
　抵抗体加熱要素は、前記流路を含むセラミック物質の外面においてセラミック管の中に
取り付けられたスパイラル要素を含むことを特徴とする、請求項７または８の装置。
【請求項１０】
　抵抗体加熱要素は、前記流路を含むセラミック物質の外面に取り付けられたバンド形抵
抗体加熱要素を含むことを特徴とする、請求項７または８の装置。
【請求項１１】
　温度均等化区分は、前記流路の幅の少なくとも１～２倍に相応する長さを有することを
特徴とする、請求項７～１０のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、溶融ガラスが成形機の金型（ｍｏｕｌｄ）中に抜き出される抜き出し点（ｔａ
ｐ－ｏｆｆ　ｐｏｉｎｔ）から上流にある溶融ガラス中の温度差を均等化する方法に関す
る。さらに、本発明は、均等化装置（ｅｑｕａｌｉｚｅｒ）、すなわち、ガラス溶融物中
の温度差を均等にする流路（ｃｈａｎｎｅｌ）であって、抜き出し点においてその出口を
有する前記流路に関する。
【０００２】
ガラス瓶および別のタイプの容器のようなガラス製品の製造において、ガラス溶融物が所
定の均一な重量および粘度を有することは最も重要である。もし重量および粘度が均一で
ないならばその収率は著しく低下する。これは、金型が十分に満たされないからであり、
その結果としてガラス瓶は十分な壁の厚さを有しないし、また必要な強度を持たなくなる
。
【０００３】
ガラスはガラス用の炉で溶融され、そこから多くの移動流路を経由して液体状態で移動さ
れる。これらの移動流路において、ガラス溶融物の温度をできるだけ均一に保ちながら、
所定のガラス温度に維持することが試みられた。各移動流路は、数メートルぐらいの典型
的な長さを有する相対的に短い流路を含むいわゆる均等化装置に導かれる。均等化装置の
目的は、ガラス溶融物を非常に均一な温度に保持することである。
【０００４】
ガラスの粘度は温度に大いに依存する。その結果、移動流路における局部温度差は、特に
均等化装置における局部温度差は、抜き出し点を離れるガラス溶融物の重量に対する製造
された製品の重量として計算される製造収率に大いに影響する。
【０００５】
従来の移動流路および均等化装置において、移動流路および均等化装置に沿って、加熱区
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分（ｈｅａｔｉｎｇ　ｚｏｎｅｓ）および冷却部分（ｃｏｏｌｉｎｇ　ｚｏｎｅｓ）を混
在させて用いる。本発明は、まずガラスを適当な注入温度（ｃａｓｔｉｎｇ　ｔｅｍｐｅ
ｒａｔｕｒｅ）に冷却し、ついでガラス溶融物中の温度を所定の注入温度に均等化して、
均等化装置の縦方向に直角にとられたガラス溶融物の断面の至る所を均一にする。通常、
冷却区分は、加熱が行われない区分である。そのかわりに、ガラス溶融物を自然に冷却す
ることが可能である。通常、加熱区分にはガスバーナーを用いる加熱が組み込まれ、ここ
で、煙道ガスがガラス溶融物の露出された上面に沿って流れるが、また、抵抗体加熱要素
（ｒｅｓｉｓｔｏｒ　ｈｅａｔｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）は流路の壁に沿って配置され
る。さらに、モリブデン電極は、それらの電極がガラス溶融物によって囲まれるような方
法において流路中に挿入され、そして電流は２つの電極の間のガラス溶融物を通って流れ
る。
【０００６】
従来の設備において、ガラス溶融物の温度は、ガラス溶融物の多くの別個の点において熱
電対を使用して測定された。これらの測定値を用いて加熱装置を調節した。多くの別個の
点において温度を測定し、これに基づいて加熱装置を調節することは、ガラス溶融物の外
部境界面における局部の温度勾配がまだ存在している事実のために、十分でないことが経
験された。
【０００７】
本発明は、この問題を解決し、かつ従来技術によって提供されるよりもさらに有意なガラ
ス溶融物における均一な温度を提供する方法および装置を含んでおり、これにより、収率
の実質的な増加が提供される。
【０００８】
それ故、本発明は、ガラス溶融物を移動させるように意図された流路の形態の少なくとも
１つの温度均等化区分において溶融ガラス中の温度差を均等化する方法であって、前記区
分は、溶融ガラスが成形機等の金型中に抜き出される抜き出し点から上流に位置しており
、かつ抵抗体加熱要素が、温度均等化区分の壁、底および屋根に備えられており、抵抗体
加熱要素によって接触されたそれぞれの壁、底および屋根の表面の温度が測定され、そし
て前記抵抗体加熱要素は、前記表面の温度がガラス溶融物の所定の抜き出し温度に等しく
なるかまたは大部分等しくなるように、電気的制御器によって調節される、ことを特徴と
する、前記均等化方法に関する。
【０００９】
さらに、本発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された一般的特徴を有するタイプの均
等化装置に関する。
【００１０】
以下に、本発明は、特に本発明の態様の例を示している添付図面と関連して、さらに詳細
に説明される。
【００１１】
第１図は、ガラス溶融物の移動に用いられる流路１の形態の溶融ガラス中の温度差を均等
にするように意図された温度均等化区分の縦断面を示し、前記区分は、溶融ガラスが成形
機等の金型（示されていない）中に抜き出される抜き出し点２から上流に位置している。
流路１の断面は第３図に示した。流路は、酸化アルミニウムＡ１２０３のような適当なセ
ラミック物質３から造られる。例えば、流路は、約１０００ｍｍの幅であり、そして約１
５０ｍｍの深さを有する。そのような断面寸法に関して、温度均等化区分は約２０００ｍ
ｍの長さである。流路の上には、絶縁性耐火性物質、例えば耐火レンガから造られた屋根
４が存在する。
【００１２】
　流路３の下には、例えば耐火レンガの形態の追加の絶縁体５が存在している。全温度均
等化区分は、鋼梁（ｓｔｅｅｌ　ｂｅａｍ）６の形態の支持体上に静止している。また、
屋根４の上には、例えば耐火レンガの形態の追加の絶縁体７、８が存在している。
【００１３】
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抜き出し点２を含んでいる抜き出し区分１０にガラス溶融体１１が入るのを防止するため
に、ストッパープラグ（ｓｔｏｐｐｅｒ　ｐｌｕｇ）９が備えられる。抜き出し区分は酸
化アルミニウムのような適当なセラミック物質から造られている。
【００１４】
本発明により、抵抗体加熱要素が、温度均等化区分の壁１２、１３、底１４および屋根１
５に備えられている（第３図参照）。第３図において、数１６～１９は、そのような抵抗
体加熱要素を表している。これらは、特に、ハルシュタンマー（Ｈａｌｌｓｔａｈａｍｍ
ｅｒ）、スウェーデン（Ｓｗｅｄｅｎ）にあるカンタール　エイビー（ＫＡＮＴＨＡＬ　
ＡＢ）によって供給されている既知タイプの物である。
【００１５】
本発明により、抵抗体加熱要素と接触している壁、底および屋根のそれぞれの表面の温度
が測定され、そして前記抵抗体加熱要素１６～１９は電気的制御装置によって調節される
ので、前記表面の前記温度は、ガラス溶融体の所定の抜き出し温度に等しくまたは大部分
等しく保たれる。
【００１６】
測定は、従来の方法において熱電対２０～２３を使用して実施される。熱電対２０～２３
は、抵抗体加熱要素から分離することができ、またあるいは、それらを抵抗体加熱要素と
統合することもできる。
【００１７】
温度均等化区分に沿って規則的な間隔をおいて配置された抵抗体加熱要素を持つことが好
ましい。これは第１図に例示されており、この第１図において、底の要素２４～２６およ
び屋根の要素２７～２９が、規則的な間隔をおいて配置されている。数３０は、いくつか
の熱電対を表している。
【００１８】
第２図には、平面図（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　ｖｉｅｗ）で示された屋根および底の要素
１８、１９の範囲（第３図参照）が例示されている。また、第２図には、サ－クル（ｃｉ
ｒｃｌｅｓ）として側部の要素２０、２１（第３図参照）が示されている。これらは、均
等化区分の縦方向において底の要素および屋根の要素と共に間隔をおいて配置されている
。
【００１９】
好ましい態様では、抵抗体加熱要素と接触している壁、底および屋根の表面の温度は、そ
れぞれの抵抗体加熱要素の温度として測定される。
【００２０】
ある１つの態様では、抵抗体加熱要素は、前記流路１を含むセラミック物質３の外面上の
セラミック管の中に取り付けられたスパイラル要素である。この態様は、第２図において
サークル２０、２１によって例示される。
【００２１】
他の態様では、抵抗体加熱要素は、前記流路１を含むセラミック物質３の外面に取り付け
られているバンド形（ｂａｎｄ－ｓｈａｐｅｄ）抵抗体要素である。この態様は、第１図
において要素２４～２９によって例示されている。
【００２２】
要素を公式化する方法は本発明に関して重要でない。重要なことは、ガラス溶融物の十分
に高くかつ所定の温度を維持することができる十分に高い電力出力（ｐｏｗｅｒ　ｏｕｔ
ｐｕｔ）をもつ十分な数の要素を存在させなければならないことである。
【００２３】
好ましい態様では、温度均等化区分は、前記流路の幅の少なくとも１～２倍に相応する長
さを持つようにする。
【００２４】
電気的制御器は前述した。第５図のブロック図にはそのような制御器が示されている。適
当には、制御器には、連合したメモリーおよびソフトウェアと共にマイクロプロセッサー
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サーに連結されているので、その方法で、マイクロプロセッサーは、それぞれの熱電対に
よって測定された温度に相応するシグナルを得る。マイクロプロセッサーは、サイリスタ
ー（ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ）、第５図において要素１６、１７、１９として例示されたそれ
ぞれのおよびすべての抵抗体加熱要素、を個々にまたはグループのいずれかで包含する調
節回路３２～３４を経由して調節するように設計される。
【００２５】
要約すると、こうして、流路１を所定の温度に保つことができるように制御可能である多
数の抵抗体加熱要素を包含する均等化区分が存在する。
【００２６】
前述したように、抵抗体加熱要素によって接触されたそれぞれの壁、底および屋根の表面
温度が測定され、そして抵抗体加熱要素は、前記表面温度がガラス溶融物の所定の抜き出
し温度に等しくまたは大部分等しく保たれるように、電気的制御器で調節される。
【００２７】
経験として、もし抵抗体加熱要素によって接触された壁がガラス溶融物の所定の温度であ
るならば、温度均等化区分における最初のウォーミングアップ時間後、流路を形成する材
料３を通る温度勾配はゼロまたゼロに近い、ということが示された。これは、内部の流路
の壁がガラス溶融物の所定の温度を想定させることを意味する。
【００２８】
ガラス溶融物を温度均等化区分に移動するとき、所望の抜き出し温度に近いかまたは非常
に近い平均温度を有しているが、その温度は、ガラス溶融物の移動方向に直角にとられた
ガラス溶融物の断面を通して不均質に分布している。これは、本明細書の導入部で述べた
問題を生じる不均質な温度分布である。
【００２９】
抜き出し点から上流に向かってすぐに、流路１中に位置するマトリックス４４を形成する
通常９個の熱電対３５～４３が既知方法により配置され、そしてガラス溶融物中の温度分
布を測定するのに用いられる。好ましくは、これらの熱電対４４はマイクロプロセッサー
に連結される。結果的に、温度分布が十分に均質でないときに警告シグナルを発するよう
にマイクロプロセッサーを配置することができる。
【００３０】
従って、本発明により、本明細書の導入部に記載された問題は解決され、そして一方にお
いて、従来の温度均等化区分と比較して収率で１０～１５％の増加が提供される。本発明
の使用と従来方法との主な差異は、従来の温度均等化区分については、流路の内面の温度
がガラス溶融物の所望温度より低いことである。
【００３１】
以下に、実際に行った試験のいくつかの実施例を示した。
【００３２】
温度均等化区分は２４４０ｍｍの長さであった。流路は、１０６０ｍｍの幅および１５２
ｍｍの深さであった。６個の底の要素および６個の屋根の要素を該区分に沿って規則的間
隔をおいて配置した。各要素は、２８５５ｗの最大電力出力を有していた。６個の側部要
素を該区分の２つの側部に沿って置き、規則的間隔をおいて配置した。これらの要素のそ
れぞれは、５９５ｗの最大電力出力を有していた。ガラス溶融物は、１秒につき１０ｍｍ
の速度で流路内を移動させた。
【００３３】
本発明に従って該均等化区分に要素を装備する前に、前記マトリックス４４中の温度を摂
氏度（℃）で下記に表示した。下記の値は第４図に示された位置についてである。
【００３４】
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これにより、最大温度差は２２℃であった。
【００３６】
本発明を使用して始めた後、対応する温度は次のようであった。
【００３７】

【００３８】
これらの数字に示されているように、最大温度差は３℃だけであった。
【００３９】
態様のいくつかの実施例を前述した。しかし、要素の数、要素のタイプ、要素の電力出力
および要素の位置は、当該の温度均等化区分に適応させなければならないことは明らかで
ある。しかし、当業者には、存在しまたは最近製造された温度均等化区分において、本発
明を実施するのに必要な電力出力および抵抗体加熱要素の数を計算するのに困難はないで
あろう。
【００４０】
それ故、本発明は、前述された内容に限定されると考えるべきでない。それよりむしろ特
許請求の範囲に記載された発明の範囲内において変えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１図は、本発明による温度均等化区分の一部分の縦方向にとった断面を示し
た図である。
【図２】　第２図は、温度均等化区分の上面の略図および抵抗体加熱要素の位置を示した
図である。
【図３】　第３図は、温度均等化区分を通してとった図的断面を示した図である。
【図４】　第４図は、温度均等化区分の流路中の熱電対の位置を示した図である。
【図５】　第５図は、電気的制御装置の構成図を示した図である。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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